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!
最
新
保
育
小
六
法
・
資
料
集
 
二
〇
二
三
1
補
遺 

 
本
書
利
用
の
手
引
き 

・
補
遺
に
掲
載
し
た
法
令
は
︑
令
和
五
年
四
⽉
⼀
⽇
ま
で
の

官
報
に
依
拠
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
同
⽇
ま
で
に
施
⾏
さ

れ
た
改
正
の
み
を
掲
載
し
ま
し
た
︒ 

・
改
正
は
傍
線
︹
 
 

︺
を
付
し
て
区
別
し
て
い
ま
す
︒ 

・
令
和
五
年
三
⽉
⼀
七
⽇
付
け
官
報
で
厚
⽣
労
働
省
令
第
百

七
⼗
五
号
︵
令
和
四
年
⼀
⼆
⽉
⼆
⼋
⽇
公
布
︶
に
つ
い
て

の
正
誤
︵
原
稿
誤
り
の
訂
正
︶
が
公
開
さ
れ
︑
本
書
に
も

訂
正
が
⽣
じ
ま
し
た
の
で
︑該
当
箇
所
を
掲
載
し
ま
し
た
︒ 

・
法
令
名
の
下
に
︵
抄
︶
と
記
載
し
た
も
の
は
︑
全
⽂
掲
載

で
は
な
く
︑
省
略
し
た
条
⽂
が
あ
る
こ
と
を
⽰
し
て
い
ま

す
︒
補
遺
に
お
い
て
は
︑
改
正
の
な
い
部
分
に
﹇
略
﹈
を

付
し
て
省
略
し
ま
し
た
︒ 

 

凡
 
例 

・
法
令
の
原
⽂
に
条
⾒
出
し
が
つ
い
て
い
る
も
の
は
︵
 

︶

で
表
⽰
し
て
い
ま
す
︒
原
⽂
に
条
⾒
出
し
が
つ
い
て
い
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
編
集
部
が
適
宜
︹
 

︺
で
⾒
出
し
を

つ
け
ま
し
た
︒ 

・
法
令
の
条
⽂
中
︑
２
︑
３…

…

と
数
字
で
表
⽰
さ
れ
た
も

の
は｢

第
⼆
項｣｢

第
三
項
﹂
と
読
み
ま
す
︒
原
⽂
に
項
の
数

字
表
記
の
な
い
も
の
は
︑
②
︑
③…

…

と
記
号
を
付
し
て

項
数
を
⽰
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑
⼀
︑
⼆…

…

と
漢
数
字
で

表
⽰
さ
れ
た
も
の
は｢

第
⼀
号｣｢

第
⼆
号｣

と
読
み
ま
す
︒ 

︵
ミ
ネ
ル
ヴ
&
書
房
編
集
部
︶  

 

8 

児
童
福
祉
法
施
行
令
︵
抄
︶ 

 

昭
和
⼆
三
年
三
⽉
⽇
三
⼀
⽇ 

政
令
第
七
四
号 

 

改
正
 

令
和
五
・
三
・
三
〇
政
⼀
⼆
六 

 

第
二
章
 

保
育
⼠ 

$
欠
格
事
由
) 

第
四
条
 

﹇
略
﹈ 

⼀
�
九
 

﹇
略
﹈ 

⼗
 

⼦
ど
も
・
⼦
育
て
⽀
援
法
︵
平
成
⼆
⼗
四
年
法
律
第

六
⼗
五
号
︶
第
七
⼗
⼋
条
か
ら
第
⼋
⼗
条
ま
で
の
規
定 

⼗
⼀
・
⼗
⼆
 

﹇
略
﹈ 

$
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
) 

第
五
条
 

法
第
⼗
⼋
条
の
六
第
⼀
号
の
指
定
保
育
⼠
養
成
施

設
︵
以
下
﹁
指
定
保
育
⼠
養
成
施
設
﹂
と
い
う
︒︶
の
指
定

は
︑
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
施
設
に
つ
い

て
⾏
う
も
の
と
す
る
︒ 

②
 

指
定
保
育
⼠
養
成
施
設
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
施

設
の
設
置
者
は
︑
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た

申
請
書
を
︑
当
該
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
場
合
に
お
い
て
︑
設
置

者
が
法
⼈
︵
地
⽅
公
共
団
体
を
除
く
︒︶
で
あ
る
と
き
は
︑

申
請
書
に
定
款
︑
寄
付
⾏
為
そ
の
他
の
規
約
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

③
 

指
定
保
育
⼠
養
成
施
設
の
設
置
者
は
︑
前
項
の
申
請
書

の
記
載
事
項
︵
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
︒︶
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
︑
当
該
施
設
の
所
在
地
の
都
道

府
県
知
事
に
申
請
し
︑
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒ 

④
 

指
定
保
育
⼠
養
成
施
設
の
設
置
者
は
︑
第
⼆
項
の
申
請

書
の
記
載
事
項
︵
前
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
以
外

の
も
の
で
あ
つ
て
厚
⽣
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限

る
︒︶
に
変
更
が
⽣
じ
た
と
き
は
︑
変
更
の
あ
つ
た
⽇
か
ら

起
算
し
て
⼀
⽉
以
内
に
︑
当
該
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府

県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

⑤
 

指
定
保
育
⼠
養
成
施
設
の
⻑
は
︑
毎
学
年
開
始
後
三
⽉

以
内
に
︑
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
︑
当
該
施
設
の
所

在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

⑥
 

都
道
府
県
知
事
は
︑
指
定
保
育
⼠
養
成
施
設
に
つ
き
︑

第
⼀
項
の
規
定
に
基
づ
く
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
該

当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
︑
若
し
く
は
法
第
⼗
⼋

条
の
七
第
⼀
項
に
規
定
す
る
指
導
に
従
わ
な
い
と
き
︑
⼜

は
次
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
︑
そ
の
指

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
︒ 

⑦
 

指
定
保
育
⼠
養
成
施
設
の
設
置
者
は
︑
指
定
の
取
消
し

を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
︑
学
年
の
開
始
⽉
⼆
⽉
前
ま

で
に
︑
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
を
︑
当
該
施
設
の
所
在

地
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

$
保
育
士
試
験
委
員
の
選
任
) 

第
六
条
 

都
道
府
県
知
事
は
︑
法
第
⼗
⼋
条
の
⼋
第
三
項
の

保
育
⼠
試
験
委
員
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
︑
内
閣

府
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

$
指
定
試
験
機
関
の
指
定
) 

第
七
条
 

法
第
⼗
⼋
条
の
九
第
⼀
項
の
指
定
試
験
機
関
︵
以

下
﹁
指
定
試
験
機
関
﹂
と
い
う
︒︶
の
指
定
は
︑
内
閣
府
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
︑同
項
の
試
験
事
務︵
以
下﹁
試

験
事
務
﹂
と
い
う
︒︶
を
⾏
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り

⾏
う
︒ 

②
・
③
 

﹇
略
﹈ 

$
保
育
士
試
験
委
員
の
選
任
) 

第
八
条
 

指
定
試
験
機
関
は
︑
法
第
⼗
⼋
条
の
⼗
⼀
第
⼀
項

の
保
育
⼠
試
験
委
員
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
︑
内

閣
府
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

$
事
業
報
告
書
等
の
作
成
) 

第
九
条
 

﹇
略
﹈ 

$
帳
簿
の
備
え
付
け
等
) 

第
十
条
 

指
定
試
験
機
関
は
︑
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
︑
試
験
事
務
に
関
す
る
事
項
で
内
閣
府
令
で
定
め

る
も
の
を
記
載
し
た
帳
簿
を
備
え
︑
こ
れ
を
保
存
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

第
十
一
条
Q
第
二
十
条
 

﹇
略
﹈ 

$
省
令
へ
の
委
任
) 

第
二
十
一
条
 

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
︑
指
定
保
育

⼠
養
成
施
設
︑
保
育
⼠
試
験
︑
指
定
試
験
機
関
︑
保
育
⼠

の
登
録
そ
の
他
保
育
⼠
に
関
し
必
要
な
事
項
は
︑
内
閣
府

令
で
定
め
る
︒ 

﹇
後
略
﹈ 
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児
童
福
祉
法
施
行
規
則
︵
抄
︶ 

 

昭
和
⼆
三
年
三
⽉
三
⼀
⽇ 

厚
⽣
省
令
第
⼀
⼀
号 

 

改
正
 

令
和
五
・
四
・
⼀
内
・
厚
労
令
四 

 

第
一
章
の
四
 

保
育
⼠ 

$
欠
格
事
由
) 

第
六
条
の
二
 

法
第
⼗
⼋
条
の
五
第
⼀
号
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
者
は
︑
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
保
育
⼠
の
業
務

を
適
正
に
⾏
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
︑
判
断
及
び
意

思
疎
通
を
適
切
に
⾏
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
︒ 

$
指
定
保
育
士
養
成
施
設
) 

第
六
条
の
二
の
二
 

令
第
五
条
第
⼀
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
基
準
は
︑
次
の
と
お
り
と
す
る
︒ 

⼀
・
⼆
 

﹇
略
﹈ 

三
 

こ
ど
も
家
庭
庁
⻑
官
の
定
め
る
修
業
教
科
⽬
及
び
単

位
数
を
有
し
︑
か
つ
︑
こ
ど
も
家
庭
庁
⻑
官
の
定
め
る

⽅
法
に
よ
り
履
修
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︒ 

四
�
九
 

﹇
略
﹈ 

②
・
③
 

﹇
略
﹈ 

$
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
の
申
請
) 

第
六
条
の
三
 

令
第
五
条
第
⼆
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
︑
次
の
と
お
り
と
す
る
︒ 

⼀
�
⼗
 

﹇
略
﹈ 

②
 

令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
︑
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
︵
こ
ど
も
家
庭
庁
⻑

官
の
定
め
る
修
業
教
科
⽬
並
び
に
そ
の
単
位
数
及
び
履
修

⽅
法
並
び
に
学
⽣
の
定
員
に
関
す
る
事
項
に
限
る
︒︶と
す

る
︒ 

③
 

令
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事

項
は
︑
第
⼀
項
第
⼀
号
及
び
第
⼆
号
に
掲
げ
る
事
項
︑
同

項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
︵
⼊
所
資
格
︑
修
業
年
限
︑
前

項
の
こ
ど
も
家
庭
庁
⻑
官
の
定
め
る
修
業
教
科
⽬
以
外
の

修
業
教
科
⽬
並
び
に
そ
の
単
位
数
及
び
履
修
⽅
法
並
び
に

単
位
の
算
定
⽅
法
に
関
す
る
事
項
に
限
る
︒︶並
び
に
同
項

第
七
号
に
掲
げ
る
事
項
︵
学
校
に
係
る
事
項
を
除
く
︒︶
と

す
る
︒ 

$
毎
学
年
度
の
報
告
) 

第
六
条
の
四
 

令
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
︑
次
の
と
お
り
と
す
る
︒ 

⼀
�
四
 

﹇
略
﹈ 

$
指
定
の
取
消
) 

第
六
条
の
五
 

令
第
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で

定
め
る
事
項
は
︑
次
の
と
お
り
と
す
る
︒ 

⼀
�
三
 

﹇
略
﹈ 

第
六
条
の
六
﹇
略
﹈ 

$
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
) 

第
六
条
の
七
 

﹇
略
﹈ 

②
 

﹇
略
﹈ 

③
 

法
第
五
⼗
九
条
の
五
第
⼆
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理

⼤
⾂
に
適
⽤
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
法
第
三
⼗
四
条
の
五

第
⼆
項
及
び
第
四
⼗
六
条
第
⼆
項
の
規
定
に
お
い
て
準
⽤

す
る
法
第
⼗
⼋
条
の
⼗
六
第
⼆
項
に
規
定
す
る
証
明
書

は
︑
第
四
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
︒ 

第
六
条
の
八
 

﹇
略
﹈ 

$
受
験
資
格
) 

第
六
条
の
九
 

﹇
略
﹈ 

⼀
 

学
校
教
育
法
に
よ
る
⼤
学
に
⼆
年
以
上
在
学
し
て
六

⼗
⼆
単
位
以
上
修
得
し
た
者
⼜
は
⾼
等
専
⾨
学
校
を
卒

業
し
た
者
そ
の
他
そ
の
者
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
こ
ど

も
家
庭
庁
⻑
官
の
定
め
る
者 

⼆
・
三
 

﹇
略
﹈ 

四
 

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
︑
こ
ど
も
家
庭
庁
⻑
官

の
定
め
る
基
準
に
従
い
︑
都
道
府
県
知
事
に
お
い
て
適
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当
な
資
格
を
有
す
る
と
認
め
た
者 

第
六
条
の
十
 

﹇
略
﹈ 

$
受
験
科
目
の
一
部
免
除
) 

第
六
条
の
十
一
 

﹇
略
﹈ 

②
 

都
道
府
県
知
事
は
︑
前
条
第
⼆
項
各
号
に
規
定
す
る
科

⽬
の
う
ち
︑
こ
ど
も
家
庭
庁
⻑
官
の
指
定
す
る
学
校
そ
の

他
の
施
設
に
お
い
て
︑
そ
の
指
定
す
る
科
⽬
を
専
修
し
た

者
に
対
し
て
は
︑
そ
の
申
請
に
よ
り
︑
当
該
科
⽬
の
受
験

を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

③
・
④
 

﹇
略
﹈ 

m
全
部
免
除
o 

第
六
条
の
十
一
の
二
 

都
道
府
県
知
事
は
︑
こ
ど
も
家
庭
庁

⻑
官
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
︑
そ
の

者
の
申
請
に
よ
り
︑
筆
記
試
験
及
び
実
技
試
験
の
全
部
を

免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

②
 

﹇
略
﹈ 

第
六
条
の
十
二
Q
第
六
条
の
十
四
 

﹇
略
﹈ 

$
都
道
府
県
知
事
の
選
任
す
る
保
育
士
試
験
委
員
の
要
件
) 

第
六
条
の
十
五
 

令
第
六
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め

る
要
件
は
︑
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と

と
す
る
︒ 

⼀
・
⼆
 

﹇
略
﹈ 

第
六
条
の
十
六
Q
第
六
条
の
二
十
一
 
﹇
略
﹈ 

$
指
定
試
験
機
関
の
選
任
す
る
保
育
士
試
験
委
員
の
要
件
) 

第
六
条
の
二
十
二
 
令
第
⼋
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定

め
る
要
件
は
︑
第
六
条
の
⼗
五
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
︒ 

第
六
条
の
二
十
三
Q
第
六
条
の
二
十
九
 

﹇
略
﹈ 

$
登
録
) 

第
六
条
の
三
十
 

法
第
⼗
⼋
条
の
⼗
⼋
第
⼀
項
の
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
は
︑
次
の
と
お
り
と
す
る
︒ 

⼀
�
三
 

﹇
略
﹈ 

四
 
特
定
登
録
取
消
者
︵
法
第
⼗
⼋
条
の
⼆
⼗
の
⼆
第
⼀

項
に
規
定
す
る
特
定
登
録
取
消
者
を
い
う
︒︶に
該
当
す

る
と
き
は
そ
の
旨 

第
六
条
の
三
十
一
Q
第
六
条
の
三
十
四
 

﹇
略
﹈ 

$
欠
格
事
由
の
確
認
) 

第
六
条
の
三
十
四
の
二
 

都
道
府
県
知
事
は
︑
保
育
⼠
が
法

第
⼗
⼋
条
の
五
各
号
若
し
く
は
第
⼗
⼋
条
の
⼗
九
第
⼀
項

第
⼆
号
若
し
く
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
お
そ

れ
⼜
は
法
第
⼗
⼋
条
の
⼆
⼗
⼀
若
し
く
は
法
第
⼗
⼋
条
の

⼆
⼗
⼆
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
︑
関
係
地
⽅
公
共
団
体
の
⻑
そ
の
他
の
者
に
書

類
の
提
⽰
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
⽅
法

に
よ
j
て
︑
当
該
保
育
⼠
が
当
該
各
号
の
該
当
の
有
無
⼜

は
当
該
各
条
の
規
定
の
違
反
の
有
無
を
確
認
す
る
も
の
と

す
る
︒ 

第
六
条
の
三
十
五
Q
第
六
条
の
三
十
七
 

﹇
略
﹈ 

第
三
章
 

事
業
︑
養
育
⾥
親
及
び
養
⼦
縁
組
⾥
親
並

び
に
施
設 

$
一
時
預
か
り
事
業
の
基
準
) 

第
三
十
六
条
の
三
十
五
 

法
第
三
⼗
四
条
の
⼗
三
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
︑
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
応
じ
︑
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
︒ 

⼀
�
四
 

﹇
略
﹈ 

②
 

﹇
略
﹈ 

第
三
十
六
条
の
三
十
六
 

﹇
略
﹈ 

$
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
廃
止
・
休
止
) 

第
三
十
六
条
の
三
十
七
 

﹇
略
﹈ 

$
〇
〇
〇
) 

第
三
十
六
条
の
三
十
七
の
二
 

令
第
三
⼗
五
条
の
四
第
⼆
号

に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
︑
当
該
家
庭
的

保
育
事
業
等
を
⾏
う
事
業
所
が
所
在
す
る
市
町
村
に
お
け

る
前
年
度
の
令
第
三
⼗
五
条
の
四
本
⽂
に
規
定
す
る
実
地

の
検
査
の
実
施
状
況
及
び
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
等
を
開

始
し
て
か
ら
の
年
数
と
す
る
︒ 

$
〇
〇
〇
) 

第
三
十
八
条
の
三
 

令
第
三
⼗
⼋
条
第
⼆
号
に
規
定
す
る
内

閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
︑
当
該
児
童
福
祉
施
設
が
所
在

す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
前
年
度
の
令
第
三
⼗
⼋
条
本
⽂

に
規
定
す
る
実
地
の
検
査
の
実
施
状
況
及
び
当
該
児
童
福

祉
施
設
を
設
置
し
て
か
ら
の
年
数
と
す
る
︒ 

$
病
児
保
育
事
業
の
届
出
) 

第
三
十
六
条
の
三
十
八
 

法
第
三
⼗
四
条
の
⼗
⼋
第
⼀
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
︑
次
の
と
お
り
と

す
る
︒ 

⼀
�
九
 

﹇
略
﹈ 

②
 

﹇
略
﹈ 

$
病
児
保
育
事
業
の
廃
止
・
休
止
) 

第
三
十
六
条
の
三
十
九
 

法
第
三
⼗
四
条
の
⼗
⼋
第
三
項
に

規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
︑
次
の
と
お
り
と

す
る
︒ 

⼀
�
四
 

﹇
略
﹈ 

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二
Q
第
三
十
六
条
の
四
十
一
 

﹇
略
﹈ 

$
児
童
福
祉
施
設
の
設
置
認
可
の
申
請
) 

第
三
十
七
条
 

法
第
三
⼗
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
閣
府

令
で
定
め
る
事
項
は
︑
次
の
と
お
り
と
す
る
︒ 

⼀
�
五
 

﹇
略
﹈ 

②
�
⑥
 

﹇
略
﹈ 

第
三
十
八
条
 

﹇
略
﹈ 

$
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
�
が
行
う
援
助
) 

第
三
十
八
条
の
二
 

法
第
四
⼗
四
条
の
⼆
第
⼀
項
に
規
定
す

る
内
閣
府
令
で
定
め
る
援
助
は
︑
訪
問
等
の
⽅
法
に
よ
る

児
童
及
び
家
庭
に
係
る
状
況
把
握
︑
当
該
児
童
及
び
家
庭

に
係
る
援
助
計
画
の
作
成
そ
の
他
の
児
童
⼜
は
そ
の
保
護

者
等
に
必
要
な
援
助
と
す
る
︒ 

﹇
後
略
﹈



『最新保育小六法・資料集 202３』 補遺 

4 

 10 
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

︵
抄
︶ 

 

昭
和
⼆
三
年
⼀
⼆
⽉
⼆
九
⽇ 

厚
⽣
省
令
第
六
三
号 

 

題
名
改
正
 

平
成
⼆
三
厚
労
令
⼀
⼆
七 

改
正
 

令
和
五
・
四
・
⼀
内
令
三
⼋ 

 

第
一
章
 
総
則 

m
趣
旨
o 

第
一
条
 

﹇
略
﹈ 

⼀
 

﹇
略
﹈ 

⼆
 

法
第
四
⼗
五
条
第
⼀
項
の
規
定
に
よ
り
︑
同
条
第
⼆

項
第
⼆
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準
 

第
⼋
条
第
⼆

項
︵
⼊
所
し
て
い
る
者
の
居
室
及
び
各
施
設
に
特
有
の

設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︑
第
⼗
九
条
第
⼀
号
︵
寝

室
及
び
観
察
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︑
第
⼆
号
及
び

第
三
号
︑
第
⼆
⼗
条
第
⼀
号
︵
乳
幼
児
の
養
育
の
た
め

の
専
⽤
の
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶
及
び
第
⼆
号
︑
第

⼆
⼗
六
条
第
⼀
号
︵
⺟
⼦
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︑

第
⼆
号
︵
⺟
⼦
室
を
⼀
世
帯
に
つ
き
⼀
室
以
上
と
す
る

部
分
に
限
る
︒︶及
び
第
三
号
︑第
三
⼗
⼆
条
第
⼀
号︵
乳

児
室
及
び
ほ
ふ
く
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︵
第
三
⼗

条
第
⼀
項
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
⼆

号
︵
第
三
⼗
条
第
⼀
項
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含

む
︒︶︑
第
三
号
︵
第
三
⼗
条
第
⼀
項
に
お
い
て
準
⽤
す

る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
五
号
︵
保
育
室
及
び
遊
戯
室
に

係
る
部
分
に
限
る
︒︶︵
第
三
⼗
条
第
⼀
項
に
お
い
て
準

⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶
及
び
第
六
号
︵
保
育
室
及
び
遊

戯
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︵
第
三
⼗
条
第
⼀
項
に
お

い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
四
⼗
⼀
条
第
⼀
号

︵
居
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︵
第
七
⼗
九
条
第
⼆
項
に

お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶
及
び
第
⼆
号
︵
⾯
積

に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︵
第
七
⼗
九
条
第
⼆
項
に
お
い

て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑第
四
⼗
⼋
条
第
⼀
号︵
居

室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶
及
び
第
七
号
︵
⾯
積
に
係
る

部
分
に
限
る
︒︶︑
第
五
⼗
七
条
第
⼀
号
︵
病
室
に
係
る

部
分
に
限
る
︒︶︑
第
六
⼗
⼆
条
第
⼀
号
︵
指
導
訓
練
室

及
び
遊
戯
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶︑
第
⼆
号
︵
⾯
積

に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶
及
び
第
三
号
︑
第
六
⼗
⼋
条
第

⼀
号
︵
病
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶
並
び
に
第
七
⼗
⼆

条
第
⼀
号
︵
居
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶
及
び
第
⼆
号

︵
⾯
積
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶
の
規
定
に
よ
る
基
準 

三
 

法
第
四
⼗
五
条
第
⼀
項
の
規
定
に
よ
り
︑
同
条
第
⼆

項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県
が
条
例

を
定
め
る
に
当
た
つ
て
従
う
べ
き
基
準
 

第
六
条
の

三
︑
第
六
条
の
四
︑
第
九
条
︑
第
九
条
の
⼆
︑
第
九
条

の
四
︑
第
⼗
条
第
三
項
︑
第
⼗
⼀
条
︑
第
⼗
四
条
の
⼆
︑

第
⼗
五
条
︑
第
⼗
九
条
第
⼀
号
︵
調
理
室
に
係
る
部
分

に
限
る
︒︶︑
第
⼆
⼗
六
条
第
⼆
号
︵
調
理
設
備
に
係
る

部
分
に
限
る
︒︶︑
第
三
⼗
⼆
条
第
⼀
号
︵
調
理
室
に
係

る
部
分
に
限
る
︒︶︵
第
三
⼗
条
第
⼀
項
に
お
い
て
準
⽤

す
る
場
合
を
含
む
︒︶
及
び
第
五
号
︵
調
理
室
に
係
る
部

分
に
限
る
︒︶︵
第
三
⼗
条
第
⼀
項
に
お
い
て
準
⽤
す
る

場
合
を
含
む
︒︶︑
第
三
⼗
⼆
条
の
⼆
︵
第
三
⼗
条
第
⼀

項
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑第
三
⼗
五
条
︑

第
四
⼗
⼀
条
第
⼀
号
︵
調
理
室
に
係
る
部
分
に
限
る
︒︶

︵
第
七
⼗
九
条
第
⼆
項
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含

む
︒︶︑
第
四
⼗
⼋
条
第
⼀
号
︵
調
理
室
に
係
る
部
分
に

限
る
︒︶︑
第
五
⼗
七
条
第
⼀
号
︵
給
⾷
施
設
に
係
る
部

分
に
限
る
︒︶︑
第
六
⼗
⼆
条
第
⼀
号
︵
調
理
室
に
係
る

部
分
に
限
る
︒︶
及
び
第
六
号
︵
調
理
室
に
係
る
部
分
に

限
る
︒︶︑
第
六
⼗
⼋
条
第
⼀
号
︵
調
理
室
に
係
る
部
分

に
限
る
︒︶
並
び
に
第
七
⼗
⼆
条
第
⼀
号
︵
調
理
室
に
係

る
部
分
に
限
る
︒︶
の
規
定
に
よ
る
基
準 

四
 

﹇
略
﹈ 

２
・
３
 

﹇
略
﹈ 

第
二
条
Q
第
六
条
の
二
 

﹇
略
﹈ 

m
安
全
計
画
の
策
定
等
o 

第
六
条
の
三
 
児
童
福
祉
施
設
︵
助
産
施
設
︑
児
童
遊
園
及

び
児
童
家
庭
⽀
援
セ
ン
タ
§
を
除
く
︒
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
︒︶
は
︑
児
童
の
安
全
の
確
保
を
図
る

た
め
︑
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
の
安
全
点
検
︑
職
員
︑

児
童
等
に
対
す
る
施
設
外
で
の
活
動
︑
取
組
等
を
含
め
た

児
童
福
祉
施
設
で
の
⽣
活
そ
の
他
の
⽇
常
⽣
活
に
お
け
る

安
全
に
関
す
る
指
導
︑
職
員
の
研
修
及
び
訓
練
そ
の
他
児

童
福
祉
施
設
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の

計
画
︵
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
﹁
安
全
計
画
﹂
と
い
う
︒︶

を
策
定
し
︑
当
該
安
全
計
画
に
従
い
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

２
�
４
 

﹇
略
﹈ 

﹇
後
略
﹈
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家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
︵
抄
︶ 

 

平
成
⼆
六
年
四
⽉
三
〇
⽇ 

厚
⽣
省
令
第
六
⼀
号 

 

改
正
 

令
和
五
・
三
・
三
⼀
厚
労
令
四
⼋ 

 

第
一
章
 
総
則 

第
一
条
Q
第
七
条
の
二
 

﹇
略
﹈ 

m
自
動
車
を
運
行
す
る
場
合
の
所
在
の
確
認
o 

第
七
条
の
三
 

﹇
略
﹈ 

２
 
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
︵
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
を

除
く
︒︶
は
︑
利
⽤
乳
幼
児
の
送
迎
を
⽬
的
と
し
た
⾃
動
⾞

︵
運
転
者
席
及
び
こ
れ
と
並
列
の
座
席
並
び
に
こ
れ
ら
よ

り
⼀
つ
後
⽅
に
備
え
ら
れ
た
前
向
き
の
座
席
以
外
の
座
席

を
有
し
な
い
も
の
そ
の
他
利
⽤
の
態
様
を
勘
案
し
て
こ
れ

と
同
程
度
に
利
⽤
乳
幼
児
の
⾒
落
と
し
の
お
そ
れ
が
少
な

い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
︒︶を
⽇
常
的
に
運
⾏
す
る

と
き
は
︑
当
該
⾃
動
⾞
に
ブ
ザ
§
そ
の
他
の
⾞
内
の
利
⽤

乳
幼
児
の
⾒
落
と
し
を
防
⽌
す
る
装
置
を
備
え
︑
こ
れ
を

⽤
い
て
前
項
に
定
め
る
所
在
の
確
認
︵
利
⽤
乳
幼
児
の
降

⾞
の
際
に
限
る
︒︶
を
⾏
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒ 

﹇
後
略
﹈ 
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児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
通
所
支
援
の
事
業
等

の
人
員
T
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
︵
抄
︶ 

 

平
成
⼆
四
年
⼆
⽉
三
⽇ 

厚
⽣
省
令
第
⼀
五
号 

 

題
名
改
正
 

平
成
⼆
四
厚
労
令
⼀
⼆
六 

改
正
 

令
和
五
・
四
・
⼀
厚
労
令
四
⼋ 

 

第
一
章
 
総
則 

m
趣
旨
o 

第
一
条
 

﹇
略
﹈ 

⼀
�
九
 

﹇
略
﹈ 

⼗
 

法
第
⼆
⼗
⼀
条
の
五
の
⼗
九
第
⼆
項
の
規
定
に
よ

り
︑
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都

道
府
県
が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
j
て
従
う
べ
き
基
準 

第
⼗
⼆
条
︵
第
六
⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀

条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合

を
含
む
︒︶︑
第
⼗
四
条
︵
第
六
⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑

第
七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に
お
い
て
準
⽤

す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
三
⼗
⼋
条
の
⼆
︵
第
六
⼗
四

条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗

九
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
四
⼗
条

の
⼆
︵
第
五
⼗
四
条
の
五
︑
第
五
⼗
四
条
の
九
︑
第
六

⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼆
︑
第
七
⼗

⼀
条
の
六
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に

お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
四
⼗
条
の
三
第

⼀
項
︵
第
五
⼗
四
条
の
五
︑
第
五
⼗
四
条
の
九
︑
第
六

⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼆
︑
第
七
⼗

⼀
条
の
六
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に

お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
四
⼗
条
の
三
第

⼆
項
︵
第
五
⼗
四
条
の
五
︑
第
五
⼗
四
条
の
九
︑
第
六

⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼆
及
び
第
七

⼗
⼀
条
の
六
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第

四
⼗
⼀
条
第
⼆
項
︵
第
六
⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第

七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に
お
い
て
準
⽤
す

る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
四
⼗
四
条
︵
第
六
⼗
四
条
︑
第

七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に

お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
四
⼗
五
条
︵
第

六
⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び

第
七
⼗
九
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第

四
⼗
七
条
︵
第
六
⼗
四
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀

条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合

を
含
む
︒︶
及
び
第
五
⼗
⼆
条
︵
第
六
⼗
四
条
︑
第
七
⼗

⼀
条
︑
第
七
⼗
⼀
条
の
⼗
四
及
び
第
七
⼗
九
条
に
お
い

て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶
の
規
定
に
よ
る
基
準 

⼗
⼀
・
⼗
⼆
 

﹇
略
﹈ 

第
二
条
・
第
三
条
 
﹇
略
﹈ 

第
二
章
 
児
童
発
達
⽀
援 

第
一
節
 
﹇
略
﹈ 

第
二
節
 

⼈
員
に
関
す
る
基
準 

m
従
業
者
の
員
数
o 

第
五
条
 

﹇
略
﹈ 

２
�
８
 

﹇
略
﹈ 

９
 

第
⼀
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
︑
保
育
所
若
し
く
は
家

庭
的
保
育
事
業
所
等
︵
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
︵
平
成
⼆
⼗
六
年
厚
⽣
労
働
省
令
第

六
⼗
⼀
号
︶
第
⼀
条
第
⼆
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事

業
所
等
︵
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
⾏
う
場
所
を
除
く
︒︶

を
い
う
︒
以
下
同
じ
︒︶
に
⼊
所
し
︑
⼜
は
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
に
⼊
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
児
童
発
達
⽀

援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き

は
︑
障
害
児
の
⽀
援
に
⽀
障
が
な
い
場
合
に
限
り
︑
障
害

児
の
⽀
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ

ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
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る
︒ 

第
六
条
 

﹇
略
﹈ 

２
�
８
 

﹇
略
﹈ 

９
 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
︑
保
育
所
若
し
く
は
家
庭

的
保
育
事
業
所
等
に
⼊
所
し
︑
⼜
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
⼊
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
児
童
発
達
⽀
援
事

業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と
き
は
︑

障
害
児
の
⽀
援
に
⽀
障
が
な
い
場
合
に
限
り
︑
障
害
児
の

⽀
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ら
児

童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

第
三
節
・
第
四
節
 

﹇
略
﹈ 

第
三
章
 
医
療
型
児
童
発
達
⽀
援 

第
一
節
 

﹇
略
﹈ 

第
二
節
 

⼈
員
に
関
す
る
基
準 

m
従
業
者
の
員
数
o 

第
五
十
六
条
 

﹇
略
﹈ 

２
・
３
 

﹇
略
﹈ 

４
 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
︑
保
育
所
若
し
く
は
家
庭

的
保
育
事
業
所
等
に
⼊
所
し
︑
⼜
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
に
⼊
園
し
て
い
る
児
童
と
指
定
医
療
型
児
童
発
達

⽀
援
事
業
所
に
通
所
し
て
い
る
障
害
児
を
交
流
さ
せ
る
と

き
は
︑
障
害
児
の
⽀
援
に
⽀
障
が
な
い
場
合
に
限
り
︑
障

害
児
の
⽀
援
に
直
接
従
事
す
る
従
業
者
に
つ
い
て
は
︑
こ

れ
ら
児
童
へ
の
保
育
に
併
せ
て
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
︒ 

﹇
後
略
﹈ 
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児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等

の
人
員
T
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
︵
抄
︶ 

 

平
成
⼆
四
年
⼆
⽉
三
⽇ 

厚
⽣
省
令
第
⼀
六
号 

 

改
正
 

令
和
五
・
四
・
⼀
厚
労
令
四
⼋ 

 

第
一
章
 
総
則 

m
趣
旨
o 

第
一
条
 

﹇
略
﹈ 

⼀
・
⼆
 

﹇
略
﹈ 

三
 

法
第
⼆
⼗
四
条
の
⼗
⼆
第
⼆
項
の
規
定
に
よ
り
︑
同

条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
都
道
府
県

が
条
例
を
定
め
る
に
当
た
j
て
従
う
べ
き
基
準
 

第
六

条︵
第
五
⼗
七
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑

第
七
条
︵
第
五
⼗
七
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含

む
︒︶︑
第
⼆
⼗
五
条
第
五
項
︵
第
五
⼗
七
条
に
お
い
て

準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
三
⼗
条
︵
第
五
⼗
七
条

に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
三
⼗
五
条
の

⼆︵
第
五
⼗
七
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑

第
三
⼗
七
条
の
⼆
︵
第
五
⼗
七
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る

場
合
を
含
む
︒︶︑
第
三
⼗
七
条
の
三
︵
第
五
⼗
七
条
に

お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑
第
三
⼗
⼋
条
第
⼆

項︵
第
五
⼗
七
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶︑

第
四
⼗
⼀
条
か
ら
第
四
⼗
四
条
ま
で
︵
第
五
⼗
七
条
に

お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶
及
び
第
四
⼗
九
条

︵
第
五
⼗
七
条
に
お
い
て
準
⽤
す
る
場
合
を
含
む
︒︶
の

規
定
に
よ
る
基
準 

四
 

﹇
略
﹈ 

﹇
後
略
﹈ 


